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告     示 

阪神水道企業団告示第７号  

下記の者は、平成21年６月22日付けをもって、阪神水道企業団議会議員を辞職したので告示する。 

  平成21年６月22日 

阪神水道企業団 

企業長 山 中   敦 

記 

中 村 武 人 

                                             

阪神水道企業団告示第８号  

阪神水道企業団規約第９条の規定により、阪神水道企業団議会議員の補欠選挙を下記のとおり行う。

  平成21年６月22日 

阪神水道企業団 

企業長 山 中   敦 

記 

１ 選挙する期間  平成21年６月22日から 

          平成21年 7 月21日まで  

１ 選挙する議員数 １名 
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１ 選挙する市   西宮市 

                                             

阪神水道企業団告示第９号  

平成21年６月22日西宮市議会において執行された阪神水道企業団議会議員補欠選挙の結果、次のとお

り当選した。 

  平成21年６月22日 

阪神水道企業団 

企業長 山 中   敦 

記 

まつお 正 秀 

                                             

阪神水道企業団告示第10号  

下記の者は、平成21年６月23日付けをもって、阪神水道企業団議会議員を辞職したので告示する。 

  平成21年６月23日 

阪神水道企業団 

企業長 山 中   敦 

記 

          森 田 やす子    森 本   真   池田りんたろう 

           田 謙 治    平 野 章 三   福 浪 睦 夫 

          前 島 浩 一 

                                             

阪神水道企業団告示第11号  

阪神水道企業団規約第９条の規定により、阪神水道企業団議会議員の補欠選挙を下記のとおり行う。

  平成21年６月23日 

阪神水道企業団 

企業長 山 中   敦 

記 

１ 選挙する期間  平成21年６月23日から 

          平成21年 7 月22日まで  

１ 選挙する議員数 ７名 

１ 選挙する市   神戸市 

                                             

阪神水道企業団告示第12号  

平成21年６月24日神戸市会において執行された阪神水道企業団議会議員補欠選挙の結果、次のとおり

当選した。 

  平成21年６月24日 

阪神水道企業団 

企業長 山 中   敦 

記 

          坊  やすなが   大かわら 鈴 子   安 達 和 彦 

          米 田 和 哲   たけしげ 栄 二   田 路 裕 規 

          田 中 健 造 

                                             

阪神水道企業団告示第13号 

下記の者は、尼崎市議会議員の任期満了により、平成21年６月26日付けをもって、阪神水道企業団議
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会議員の職を失った。 

  平成21年６月27日 

阪神水道企業団 

企業長 山 中   敦 

記 

真 鍋 修 嗣 

波 多 正 文 

宮 城 亜 輻 

                                             

阪神水道企業団告示第14号  

阪神水道企業団規約第９条の規定により、阪神水道企業団議会議員の補欠選挙を下記のとおり行う。

  平成21年６月27日 

阪神水道企業団 

企業長 山 中   敦 

記 

１ 選挙する期間  平成21年６月27日から 

          平成21年 7 月26日まで  

１ 選挙する議員数 ３名 

１ 選挙する市   尼崎市 

                                             

阪神水道企業団告示第15号  

平成21年７月10日尼崎市議会において執行された阪神水道企業団議会議員補欠選挙の結果、次のとお

り当選した。 

  平成21年７月10日 

阪神水道企業団 

企業長 山 中   敦 

記 

北 村 章 治 

前 迫 直 美 

上 松 圭 三 

                                             

阪神水道企業団告示第16号  

平成21年第１回阪神水道企業団議会臨時会を平成21年８月７日阪神水道企業団議会議場に招集する。

  平成21年７月31日 

阪神水道企業団 

企業長 山 中   敦 

記 

付議事件 

○ 平成20年度阪神水道企業団水道事業会計予算（水道改良費）繰越計算報告について 

○ 平成20年度阪神水道企業団水道事業会計継続費繰越計算報告について 

○ 監査委員選任について 

○ 副企業長選任について 

                                             

阪神水道企業団告示第17号  

平成21年第１回阪神水道企業団議会臨時会において報告された平成20年度阪神水道企業団水道事業会
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計予算（水道改良費）繰越計算報告については、次のとおりである。 

  平成21年８月７日 

阪神水道企業団 

企業長 山 中   敦 

平成20年度阪神水道企業団水道事業会計予算繰越計算書 

地方公営企業法第２６条第１項の規定による建設改良費の繰越額

款 項 事　　業　　名 予算計上額 支払義務発生額 翌年度繰越額 不用額 説　　　明
企　業　債 国庫補助金 損益勘定留保資金

円 円 円 円 円 円 円 円

淀川ポンプ施設

　　　　　更新工事 965,308,000 462,416,000 196,431,000 192,000,000 0 4,431,000 306,461,000 0

３期芦部谷送水

トンネル更生工事 81,821,000 48,197,515 8,560,000 0 0 8,560,000 25,063,485 0

１期中部配水管

（本線）更生工事 110,041,000 10,079,000 99,962,000 85,000,000 13,318,000 1,644,000 0 0

浄水技術開発研究施設

　　建設費負担金 54,075,000 25,990,000 28,085,000 0 0 28,085,000 0 0

計 1,211,245,000 546,682,515 333,038,000 277,000,000 13,318,000 42,720,000 331,524,485 0

　ポンプ室及び電気室に係る設計変
更等に時間を要し、工程に遅れが生
じたため。

左　の　

本

改

資

良支

設

　１期中部配水管（鳴尾線）で漏水
が発生したことにより、当該工事へ
の着手が遅れたため。

　当該施設の機器の詳細仕様決定に
おいて、調整及び協議等に時間を要
したため。

　当該工事に係る調査工事において
追加調査を行ったことにより、実施
設計業務に時間を要したため。

出

財　源　内　訳 翌年度繰越額に
係る繰越を要す
るたな卸資産の
購入限度額

費

建

的

 

                                             
阪神水道企業団告示第18号  

平成21年第１回阪神水道企業団議会臨時会において報告された平成20年度阪神水道企業団水道事業会

計継続費繰越計算報告については、次のとおりである。 

  平成21年８月７日 

阪神水道企業団 

企業長 山 中   敦 

平成20年度阪神水道企業団水道事業会計継続費繰越計算書 

事
款 項 業 継続費の総額 支払義務発生額 残　　額 翌年度逓次繰越額

名 予算計上額 前年度逓次繰越額 計 企　業　債 出　資　金 国庫補助金 損益勘定留保資金

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

資 建 上
水
道

本 設 布
設
第

的 改 五 215,500,000,000 1,779,662,000 0 1,779,662,000 1,544,136,000 235,526,000 235,526,000 72,000,000 72,076,000 72,077,000 19,373,000 0
期
拡

支 良 張
工
事

出 費

繰越額に係
る繰越を要
するたな卸
資産の購入
限度額

翌年度逓次繰越額に係る財源予定平成２０年度継続費予算現額

 

                                             

阪神水道企業団告示第19号  

下記の者を、阪神水道企業団監査委員に選任した。 

  平成21年８月７日 

阪神水道企業団 

企業長 山 中   敦 
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記 

岡 島 亮 介 

喜 田 侑 敬 

                                             

阪神水道企業団告示第20号  

下記の者を、阪神水道企業団副企業長に選任した。 

  平成21年８月７日 

阪神水道企業団 

企業長 山 中   敦 

記 

安 藤 伸 雄 

公     告 

阪神水道企業団公告 

 郵便応募型条件付き一般競争入札を実施するので、地方自治法施行令（昭和22年政令第16号、以下「自

治令」という。）第167条の６及び阪神水道企業団契約規程（昭和42年管理規程第１号）第４条の規定に

基づき、次のとおり公告する。 

  平成21年６月26日 

阪神水道企業団 

企業長 山 中   敦 

１ 入札に付する事項 

⑴ 起工番号  工管事第６号 

 工 事 名  沈澱池及び排水池排泥工事 

⑵ 施工場所  猪名川浄水場及び尼崎浄水場 

⑶ 工事概要 

 ア 猪名川浄水場 沈澱池排泥工 22池 

          排水池排泥工 ２池  

 イ 尼崎浄水場  沈澱池排泥工 ４池 

          排水池排泥工 １池  

          ろ液槽排泥工 １槽  

⑷ 工事期間    契約締結日の翌日から平成22年３月19日まで 

⑸ 予定価格    ￥５，８１０，０００－（消費税及び地方消費税を除く。） 

⑹ 最低制限価格  ￥４，４９０，０００－（消費税及び地方消費税を除く。） 

２ 応募方法  単独企業による。 

３ 入札参加資格 

  次に掲げる事項のいずれにも該当すること。 

⑴ 公告日現在において、平成21・22年度阪神水道企業団競争入札参加資格（工種：土木一式工事）

を有していること。 

⑵ 自治令第167条の４の規定に基づく入札参加資格制限に該当しないこと。 

⑶ 阪神水道企業団指名停止基準に基づく指名停止を、入札参加申込期限日から開札日までの間に受

けていないこと。 

⑷ 会社更生法（昭和27年法律第172号）に基づく更生手続開始の申立て又は民事再生法（平成11年

法律第225号）に基づく再生手続開始の申立てがなされていないこと（会社更生法に基づく更生手

続開始の決定又は民事再生法に基づく再生手続開始の決定があった場合を除く。）。 

⑸ 神戸市、尼崎市、西宮市、芦屋市のいずれかに本店を置くこと。 

⑹ 建設業法（昭和24年法律第100号）に規定する経営事項審査結果の直近の総合評点が土木一式工
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事について691点以上かつ950点以下で、本契約予定日（平成21年７月中旬）まで経営事項審査結果

通知書の期間が有効であることが申込期限日までに確認できること。 

４ 入札に付する設計図書（設計書、仕様書、図面等）の交付 

  上記「３ 入札参加資格」に該当する者のみに交付する。 

⑴ 交付方法 

ア 阪神水道企業団ホームページ（http://www.hansui.or.jp/）の「入札・契約情報」（以下「企

業団ホームページ」という。）からダウンロードすること。 

イ ダウンロードできない環境にある場合は、総務課契約係（本庁舎３階）で交付するので、事前

に連絡すること（電話(078)431－1902 直通）。 

⑵ 交付期間 公告日から平成21年７月13日㈪まで 

５ 入札（郵便入札）参加申込手続 

  入札参加を希望する者は、次のとおり入札参加に必要な書類を一般書留・簡易書留・配達記録のい

ずれかの方法にて郵送すること（詳細は別紙「郵便応募型入札の手引き」を参照）。 

⑴ 提出書類 

ア 条件付き一般競争入札参加申込書（指定様式） 

イ 入札書（指定様式） 

⑵ 提出部数 

１部(封筒は１件につき１通限りとする。入札書を封筒に２枚入れた場合は２件とも無効とする。)

⑶ 送 付 先 

〒658-0073 

神戸西岡本郵便局留 

阪神水道企業団総務課契約係 行 

⑷ 受付期間 

平成21年７月６日㈪から平成21年７月13日㈪まで 

受付開始日より前に郵送した場合、郵便局での保存期間を超過した郵便物は返却されるので、必

ず受付開始日以後に手続をすること。 

６ 設計図書に関する質問 

  設計図書に関して質問があるときは、次のとおり電子メール（任意様式）により受付ける。 

 ⑴ 受付期間   公告日から平成21年７月２日㈭まで 

 ⑵ 提出先    阪神水道企業団 総務部総務課契約係あて 

          E-mail keiyaku@hansui.or.jp 

 ⑶ 回答日    平成21年７月６日㈪に企業団ホームページに掲載 

７ 開札の日時及び場所 

⑴ 日  時   平成21年７月14日㈫ 午前10時00分から 

⑵ 場  所   神戸市東灘区西岡本３丁目20番１号 

阪神水道企業団 本庁舎１階 第２会議室 

⑶ 開札の立会い 開札の立会いを希望する者は、開札立会申込書を提出すること。 

８ 入札の執行・落札者の決定 

⑴ 決定方法 

ア 開札は指定する郵便方法で郵送された封筒が未開封であることを立会人が確認した後に行う。

イ 入札参加者は開札に立会うことができる。入札参加者から立会人が居ない場合は契約事務に関

係のない企業団職員が行う。 

ウ 有効な入札を行った者のうち、入札金額が企業団の定めた予定価格以下の価格で、かつ、最低

の価格をもって入札した者（以下「最低価格入札者」という。）を落札者とする。 

エ 同価による最低価格入札者が２人以上ある時は、立会人がくじ引きによって落札者を決定する。
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この場合において、最低価格入札者が立会人として参加している場合はその者にくじを引かせ、

参加していない場合は契約事務に関係のない企業団職員にくじを引かせるものとする。 

オ 再入札は行わない。 

カ 予定価格以下の価格をもって入札した者がいないときは、当該入札において最低の価格をもっ

て入札した者と随意契約に移行するものとする。 

⑵ 落札の通知 

落札者を決定したときは、落札者に電話で通知する。 

⑶ 入札結果の公表 

入札結果は、契約係の閲覧場所及び企業団ホームページで公表する。 

９ 入札の中止 

入札参加者が一人である場合は、入札を取りやめるものとする。 

10 保証金及び支払条件 

⑴ 入札保証金  免除 

⑵ 契約保証金  免除。ただし、履行保証保険（定額てん補付保割合100分の５以上）に加入する

こと。 

⑶ 支払条件 

ア 完成払 

イ 前金払 無 

11 入札の無効 

  次のいずれかに該当する入札書は無効とする。 

⑴ 入札に参加する者に必要な資格のない者のした入札書。 

⑵ 持参及び指定した郵送方法以外（普通郵便、速達、小包郵便、宅急便等）の方法による入札。 

⑶ 封筒に記載の案件名と同封している入札書に記載された案件名が異なるもの。 

⑷ 期限までに所定の場所に到達しなかった入札書。 

⑸ 封筒に封印のないもの。 

⑹ 入札書の様式が指定様式でない入札書。 

⑺ 記名、押印のない入札書。 

⑻ 入札参加申込者印と異なる印を押印した入札書。 

⑼ 入札金額が加除訂正されている入札書。 

⑽ 誤字、脱字等により意思表示が明確でない入札書。 

⑾ 記載した文字を容易に消すことの出来る筆記用具を用いて記載した入札書。 

⑿ 記載事項を訂正し、訂正印のない入札書。 

⒀ 同一の入札書に２件以上の入札事項を連記したもの。 

⒁ 同一人物が入札した２通以上の入札書。 

⒂ 連合その他不正の行為があったと認められる入札書。 

⒃ その他入札に関する条件に違反したと認められる者のした入札書。 

⒄ 当該入札に関係のないことが記入されているもの。 

12 その他留意事項 

⑴ 入札参加申込書等の作成に要する費用は、提出者の負担とする。 

⑵ 提出された資料等は返還しない。 

⑶ 申込書等に虚偽の記載をした者は、阪神水道企業団指名停止基準により６ヶ月の指名停止となり、

その者のした入札は無効とする。 

⑷ 入札者は開札後、本公告及び関係法令等の入札条件の不知又は内容の不明を理由として、異議を

申し立てることはできない。 

⑸ 郵便事故等により入札書が企業団へ到達しなかったことに対する異議を申し立てることはできな
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い。 

本件に関する問合せ先 

 阪神水道企業団 総務部総務課契約係 

 〒658-0073 兵庫県神戸市東灘区西岡本３丁目20番１号 

 電 話(078)431-1902（直通） 

 ＦＡＸ(078)431-2664 

                                             

阪神水道企業団公告 

 郵便応募型条件付き一般競争入札を実施するので、地方自治法施行令（昭和22年政令第16号、以下「自

治令」という。）第167条の６及び阪神水道企業団契約規程（昭和42年管理規程第１号）第４条の規定に

基づき、次のとおり公告する。 

  平成21年６月26日 

阪神水道企業団 

企業長 山 中   敦 

１ 入札に付する事項 

⑴ 起工番号  工管事第４号 

 工 事 名  雨水配管清掃工事 

⑵ 施工場所  尼崎浄水場 

⑶ 工事概要 

 ア 雨水配管清掃工     １式（73.5ｍ） 

 イ 管内水替工       １式 

⑷ 工事期間  契約締結日の翌日から60日間 

⑸ 予定価格  非公表 

⑹ 最低制限価格の設定 無 

２ 応募方法  単独企業による。 

３ 入札参加資格 

  次に掲げる事項のいずれにも該当すること。 

⑴ 公告日現在において、平成21・22年度阪神水道企業団競争入札参加資格（工種：土木一式工事又

は管工事）を有していること。 

⑵ 自治令第167条の４の規定に基づく入札参加資格制限に該当しないこと。 

⑶ 阪神水道企業団指名停止基準に基づく指名停止を、入札参加申込期限日から開札日までの間に受

けていないこと。 

⑷ 会社更生法（昭和27年法律第172号）に基づく更生手続開始の申立て又は民事再生法（平成11年

法律第225号）に基づく再生手続開始の申立てがなされていないこと（会社更生法に基づく更生手

続開始の決定又は民事再生法に基づく再生手続開始の決定があった場合を除く。）。 

⑸ 神戸市、尼崎市、西宮市、芦屋市のいずれかに本店を置くこと。 

⑹ 土木一式工事の資格を有する者にあっては、建設業法（昭和24年法律第100号）に規定する経営

事項審査結果の直近の総合評点が土木一式工事について820点以下で、本契約予定日(平成21年７月

中旬)まで経営事項審査結果通知書の期間が有効であることが申込期限日までに確認できること。

４ 入札に付する設計図書（設計書、仕様書、図面等）の交付 

  上記「３ 入札参加資格」に該当する者のみに交付する。 

⑴ 交付方法 

ア 阪神水道企業団ホームページ（http://www.hansui.or.jp/）の「入札・契約情報」（以下「企

業団ホームページ」という。）からダウンロードすること。 

イ ダウンロードできない環境にある場合は、総務課契約係（本庁舎３階）で交付するので、事前

に連絡すること（電話(078)431－1902 直通）。 
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⑵ 交付期間 公告日から平成21年７月13日㈪まで 

５ 入札（郵便入札）参加申込手続 

  入札参加を希望する者は、次のとおり入札参加に必要な書類を一般書留・簡易書留・配達記録のい

ずれかの方法にて郵送すること（詳細は別紙「郵便応募型入札の手引き」を参照）。 

⑴ 提出書類 

ア 条件付き一般競争入札参加申込書（指定様式） 

イ 入札書（指定様式） 

⑵ 提出部数 

１部(封筒は１件につき１通限りとする。入札書を封筒に２枚入れた場合は２件とも無効とする。)

⑶ 送 付 先 

〒658-0073 

神戸西岡本郵便局留 

阪神水道企業団総務課契約係 行 

⑷ 受付期間 

平成21年７月６日㈪から平成21年７月13日㈪まで 

受付開始日より前に郵送した場合、郵便局での保存期間を超過した郵便物は返却されるので、必

ず受付開始日以後に手続をすること。 

６ 設計図書に関する質問 

  設計図書に関して質問があるときは、次のとおり電子メール（任意様式）により受付ける。 

 ⑴ 受付期間   公告日から平成21年７月２日㈭まで 

 ⑵ 提出先    阪神水道企業団 総務部総務課契約係あて 

          E-mail keiyaku@hansui.or.jp 

 ⑶ 回答日    平成21年７月６日㈪に企業団ホームページに掲載 

７ 開札の日時及び場所 

⑴ 日  時   平成21年７月14日㈫ 午前10時15分から 

⑵ 場  所   神戸市東灘区西岡本３丁目20番１号 

阪神水道企業団 本庁舎１階 第２会議室 

⑶ 開札の立会い 開札の立会いを希望する者は、開札立会申込書を提出すること。 

８ 入札の執行・落札者の決定 

⑴ 決定方法 

ア 開札は指定する郵便方法で郵送された封筒が未開封であることを立会人が確認した後に行う。

イ 入札参加者は開札に立会うことができる。入札参加者から立会人が居ない場合は契約事務に関

係のない企業団職員が行う。 

ウ 有効な入札を行った者のうち、入札金額が企業団の定めた予定価格以下の価格で、かつ、最低

の価格をもって入札した者（以下「最低価格入札者」という。）を落札者とする。 

エ 同価による最低価格入札者が２人以上ある時は、立会人がくじ引きによって落札者を決定する。

この場合において、最低価格入札者が立会人として参加している場合はその者にくじを引かせ、

参加していない場合は契約事務に関係のない企業団職員にくじを引かせるものとする。 

オ 再入札は行わない。 

カ 予定価格以下の価格をもって入札した者がいないときは、当該入札において最低の価格をもっ

て入札した者と随意契約に移行するものとする。 

⑵ 落札の通知 

落札者を決定したときは、落札者に電話で通知する。 

⑶ 入札結果の公表 

入札結果は、契約係の閲覧場所及び企業団ホームページで公表する。 
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９ 入札の中止 

入札参加者が一人である場合は、入札を取りやめるものとする。 

10 保証金及び支払条件 

⑴ 入札保証金  免除 

⑵ 契約保証金  免除。ただし、履行保証保険（定額てん補付保割合100分の５以上）に加入する

こと。 

⑶ 支払条件 

ア 完成払 

イ 前金払 無 

11 入札の無効 

  次のいずれかに該当する入札書は無効とする。 

⑴ 入札に参加する者に必要な資格のない者のした入札書。 

⑵ 持参及び指定した郵送方法以外（普通郵便、速達、小包郵便、宅急便等）の方法による入札。 

⑶ 封筒に記載の案件名と同封している入札書に記載された案件名が異なるもの。 

⑷ 期限までに所定の場所に到達しなかった入札書。 

⑸ 封筒に封印のないもの。 

⑹ 入札書の様式が指定様式でない入札書。 

⑺ 記名、押印のない入札書。 

⑻ 入札参加申込者印と異なる印を押印した入札書。 

⑼ 入札金額が加除訂正されている入札書。 

⑽ 誤字、脱字等により意思表示が明確でない入札書。 

⑾ 記載した文字を容易に消すことの出来る筆記用具を用いて記載した入札書。 

⑿ 記載事項を訂正し、訂正印のない入札書。 

⒀ 同一の入札書に２件以上の入札事項を連記したもの。 

⒁ 同一人物が入札した２通以上の入札書。 

⒂ 連合その他不正の行為があったと認められる入札書。 

⒃ その他入札に関する条件に違反したと認められる者のした入札書。 

⒄ 当該入札に関係のないことが記入されているもの。 

12 その他留意事項 

⑴ 入札参加申込書等の作成に要する費用は、提出者の負担とする。 

⑵ 提出された資料等は返還しない。 

⑶ 申込書等に虚偽の記載をした者は、阪神水道企業団指名停止基準により６ヶ月の指名停止となり、

その者のした入札は無効とする。 

⑷ 入札者は開札後、本公告及び関係法令等の入札条件の不知又は内容の不明を理由として、異議を

申し立てることはできない。 

⑸ 郵便事故等により入札書が企業団へ到達しなかったことに対する異議を申し立てることはできな

い。 

本件に関する問合せ先 

 阪神水道企業団 総務部総務課契約係 

 〒658-0073 兵庫県神戸市東灘区西岡本３丁目20番１号 

 電 話(078)431-1902（直通） 

 ＦＡＸ(078)431-2664 

                                             

阪神水道企業団公告 

 条件付き一般競争入札（事後審査型）を実施するので、地方自治法施行令（昭和22年政令第16号。以
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下、「自治令」という。）第167条の６及び阪神水道企業団（以下、「企業団」という。）契約規程（昭和42

年管理規程第１号）第４条の規定に基づき、次のとおり公告する。 

  平成21年８月４日 

阪神水道企業団 

企業長 山 中   敦 

１ 入札に付する事項 

 ⑴ 起工番号   工管事第12号 

工 事 名   吸排気換気設備点検整備工事 

 ⑵ 工事場所   猪名川浄水場 

 ⑶ 工事概要   

ア ファン撤去・据付工       ３台 

イ ファン整備工          ６台 

ウ ダクト設置・換気口閉塞工    １式 

エ 組合せ試験工          １式 

⑷ 工事期間   契約締結日の翌日から90日間 

２ 応募方法   単独企業による。 

３ 入札参加資格 

  次に揚げる事項のいずれにも該当すること。 

 ⑴ 公告日現在において、企業団の平成21・22年度競争入札参加資格（工種：管工事）取得者である

こと。 

⑵ 自治令第167条の４に規定する入札参加資格制限に該当しないこと。 

 ⑶ 企業団の指名停止基準に基づく指名停止を、入札参加申込日から入札日までの間に受けていない

こと。 

 ⑷ 会社更生法（昭和27年法律第172号）に基づく更生手続開始の申立て又は民事再生法（平成11年

法律第225号）に基づく再生手続開始の申立てがなされていないこと（会社更生法に基づく更生手

続開始の決定又は民事再生法に基づく再生手続開始の決定があった場合を除く。）。 

 ⑸ 神戸市、尼崎市、西宮市、芦屋市のいずれかに本店を置くこと。 

⑹ 建設業法（昭和24年法律第100号）に規定する経営事項審査結果の直近の総合評点が管工事につ

いて820点以下で、本契約予定日(平成21年８月下旬)まで経営事項審査結果通知書の期間が有効で

あることが申込期限日までに確認できること。 

４ 入札参加申込書等の交付方法 

阪神水道企業団ホームページ（http://www.hansui.or.jp/）の「入札・契約情報」（以下、「企業団

ホームページ」という。）からダウンロードすること。 

５ 入札参加申込手続き 

  本工事の入札参加を希望する者は、次のとおり入札参加申込書を持参により提出すること。 

 ⑴ 提出書類   条件付き一般競争入札参加申込書（様式第１号） 

 ⑵ 提出場所   本庁舎 ３階 総務部総務課契約係 

          神戸市東灘区西岡本３丁目20番１号 

 ⑶ 受付期間   公告日から平成21年８月18日㈫まで 

          （土曜日、日曜日及び祝日を除く。） 

          毎日 午前９時30分から午前11時30分まで 及び 

             午後１時30分から午後４時30分まで 

６ 設計書、仕様書及び図面（以下「設計図書」という。）の閲覧 

 ⑴ 閲覧期間   公告日から平成21年８月24日㈪まで 

⑵ 閲覧方法   企業団ホームページからダウンロードすること。 
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７ 設計図書に関する質問 

  設計図書に関して質問があるときは、次のとおり電子メール（任意様式）により受付ける。 

 ⑴ 受付期間   公告日から平成21年８月18日㈫まで 

 ⑵ 提 出 先   阪神水道企業団 総務部総務課契約係あて 

          E-mail keiyaku@hansui.or.jp 

 ⑶ 回 答 日   平成21年８月20日㈭に企業団ホームページに掲載 

８ 入札並びに開札の日時及び場所等 

 ⑴ 日  時   平成21年８月25日㈫ 午前10時40分 

 ⑵ 場  所   本庁舎 １Ｆ 第２会議室 

          神戸市東灘区西岡本３丁目20番１号 

 ⑶ 入札に必要なもの 

  ア 入札書（指定様式） 

  イ 委任状（指定様式。代理人が入札する場合に必要。） 

  ウ 建設業の許可及び経営事項審査結果（様式第４号） 

エ 工事費内訳書 

    入札書に記載される入札金額に対応した工事費内訳書（設計書様式第３号の２甲及び乙「内訳

書」に示す様式）を提出すること。その際、職員が工事費内訳書に基づき説明を求める場合もあ

る。 

    なお、工事費内訳書は、参考図書として提出を求めるものであり、入札及び契約上の権利義務

を生ずるものではない。 

９ 入札参加資格の審査及び落札者の決定 

 ⑴ 入札締め切り後、直ちに開札する。 

⑵ 入札金額が企業団の定めた予定価格の範囲内で最低の価格をもって入札した者（以下「最低価

格入札者」という。）を落札候補者とし、落札の決定を保留する。 

 ⑶ 落札の決定を保留した後、落札候補者が入札参加資格を有する者であるかを審査する。 

 ⑷ 同価による最低価格入札者が２者以上いるときは、開札後直ちにくじ引きによって審査順位を決

定する。 

 ⑸ 審査の結果により、落札候補者の取扱いは次のいずれかによるものとする。 

  ア 落札候補者が入札参加資格を有する者であることを確認した場合は、その者を落札者とし、直

ちに落札決定を通知し契約を締結するものとする。 

  イ 落札候補者が入札参加資格を有しない者であることを確認した場合は、その者の入札を無効と

する。この場合、最低価格入札者以外の者のうち最低の価格をもって入札した者を新たに落札候

補者とし、入札参加資格の審査を行う。以後、落札者が決定するまで同様の手続きを繰り返す。

 ⑹ 入札参加資格の審査の結果、落札候補者の入札を無効にした場合には、入札を無効にした理由を

付して当該落札候補者に通知する。  

 ⑺ 落札候補者となった者は、正当な理由がある場合を除き、落札者となることを辞退することがで

きない。 

10 入札の中止 

  入札参加申込者が一人である場合又は入札参加者が辞退により一人となった場合は、入札を取りや

め随意契約に移行するものとする。 

11 入札保証金 

免除 

12 契約保証金 

  保険会社との間に企業団を被保険者とする履行保証保険契約（定額てん補、付保割合100分の５以

上）を締結し、その証書を提出すること。 
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13 支払条件 

 ⑴ 完成払いとする。 

 ⑵ 前金払いなし。 

14 入札の無効 

  次のいずれかに該当する入札書は無効とする。 

 ⑴ 入札に参加する者に必要な資格のない者のした入札書。 

 ⑵ 指定した時刻までに提出しなかった入札書。 

 ⑶ 入札書の様式が指定様式でない入札書。 

 ⑷ 同一人物（代理人含む。）が入札した２通以上の入札書。 

 ⑸ 入札金額が加除訂正されている入札書。 

 ⑹ 記名、押印のない入札書。 

 ⑺ 入札参加申込者印と異なる印を押印した入札書。 

 ⑻ 代理人が入札する場合、委任状の代理人印と異なる印を押印した入札書。 

 ⑼ 記載事項を訂正し、訂正印のない入札書。 

 ⑽ 誤字、脱字等により意思表示が明確でない入札書。 

 ⑾ 記載した文字を容易に消すことの出来る筆記用具を用いて記載した入札書。 

 ⑿ 連合その他不正の行為があったと認められる入札書。 

 ⒀ その他入札に関する条件に違反したと認められる者のした入札書。 

15 その他留意事項 

 ⑴ 提出された書類の作成に要する費用は、入札参加者の負担とする。 

 ⑵ 提出された書類は返却しない。 

 ⑶ 提出された書類に虚偽の記載をした者は、企業団の指名停止基準により６ヶ月の指名停止となり､

その者のした入札は無効とする。 

本件に関する問合せ先 

 阪神水道企業団 総務部総務課契約係 

 〒658-0073 兵庫県神戸市東灘区西岡本３丁目20番１号 

 電 話(078)431-1902（直通） 

 ＦＡＸ(078)431-2664  

 


